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１ 改定に当たって 

 

本市の水道は、明治 31年（1898年）8月に創設されました。その後、市勢の発展や近隣町村との合併

などによる水需要の増加に対応するため、7 回の拡張事業を行い、現在では安芸郡府中町及び坂町並び

に山県郡安芸太田町の一部を含む 123万人のお客さまに、安全でおいしい水を供給しています。その間、

昭和 20年（1945年）8月 6日に原子爆弾による壊滅的な被害を受けた際にも、一時も断水することなく

これを克服し、今日まで不断水を継続しており、平成 30年度（2018年度）には、創設 120周年を迎え

ます。 

しかし、近年、水道事業を取り巻く経営環境は次第に厳しくなっています。水需要は過去最高を記録

した平成 4年度（1992年度）以降、減少傾向が続いており、併せて料金収入も減少傾向にあります。そ

の一方で、浄水場や配水池、管路などの水道施設の更新や災害等に備えた施設水準の向上など料金収入

の増加につながらない投資の必要性が高まってきています。 

本市では、このような状況の中、将来にわたって給水の安全性・安定性を確保していくため、中長期

的な視点から将来を見据えて計画的に事業を推進していくとともに、持続可能な水道システムを構築し

ていく事業運営の指針として、平成 21年（2009年）12月に『広島市水道ビジョン』を策定しました。

そして、その実行計画として、4年ごとに「中期経営計画」を策定し、事業運営を行っています。 

 『広島市水道ビジョン』では、「将来にわたって信頼される水道」を基本理念とし、いつでも安全でお

いしい水をお客さまにお届けする水道づくりに取り組み、健全経営のもとで、お客さまとともに歩む水

道事業を目指して、施策を展開し、事業を推進しています。 

現在、『広島市水道ビジョン』を策定してから 8年が経過しましたが、経営環境はより厳しさを増して

います。これまで増加傾向にあった給水人口は、今後、減少に転じることが見込まれるため、更なる水

需要の減少に伴う財政面への影響や施設規模の適正化への対応が必要となります。 

 また、水道施設の多くは、昭和 40年代以降に整備したもので、今後、老朽化が進むため、計画的に更

新を行う必要があります。 

さらに、平成 23年（2011年）に発生した東日本大震災では被害が広範囲に及び、257万戸が断水しま

した。本市においても、平成 26年（2014年）に発生した豪雨災害では、最大 2,662戸が断水するなど、

災害に強い水道の構築が求められています。 

 この度、こうした状況を踏まえ、将来にわたってお客さまから信頼される水道であり続けるために、

『広島市水道ビジョン』を改定することとしました。 
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２ 位置付け 

 

 この『広島市水道ビジョン』は、21世紀の中頃を見通しつつ、広島市水道事業における長期的な事業

運営の指針を示したもので、市政推進の基本的方向を定めた広島市基本計画の水道事業における部門計

画として位置付けています。また、平成 23年（2011年）12月に策定した「世界に誇れる『まち』の実

現に向けて－市政推進に当たっての基本コンセプト－」を踏まえた計画としています。 

 また、厚生労働省は、人口減少社会の到来や東日本大震災の経験など、水道を取り巻く環境の大きな

変化に対応するため、これまでの「水道ビジョン」を全面的に見直し、平成 25年（2013年）3月に、「新

水道ビジョン」を策定しました。その中で、水道事業体が自らも「水道事業ビジョン」を作成し、その

内容の実現に向けた取組を積極的に進めることが必要であるとしています。 

さらに、総務省は、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画で

ある「経営戦略」の策定を要請しています。 

『広島市水道ビジョン』は、広島市水道事業における「水道事業ビジョン」として、また、「中期経営

計画」と合わせて「経営戦略」としても位置付けています。 

 

３ 計画期間 

 

 平成 30年度（2018年度）から平成 39年度（2027年度）を計画期間とします。 

 

■計画の位置付け 

水道事業ビジョン（厚生労働省） 

世界に誇れる「まち」の実現に向けて 

 
経営戦略（総務省） 

広島市水道ビジョン 

●平成 30年度（2018年度）～平成 39年度（2027年度）の事業運営の指針 

各 年 度 予 算 
●状況変化を踏まえ各年度予算へ反映 

中 期 経 営 計 画 

●『広島市水道ビジョン』の実行計画（4年ごとに策定） 

●計画期間：平成30年度（2018年度）～平成33年度（2021年度） 

●4年間の財政収支計画・主要施策・経営の効率化等 

広島市基本計画 

第１章 改定趣旨 
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安佐北区落合南に

ある浄水場で昭和

55 年（1980 年）か

ら給水を開始しまし

た。現在の給水能力 

は20万m3/日です。 

高陽取水場で取水した太田川の水を急速ろ過

方式でろ過し、安佐北区及び安佐南区の一部へ

給水するほか、その大半を約7.7km隔てた牛田

配水池まで送水し、市内東部地域へ給水してい

ます。 

高陽浄水場 

安芸郡府中町桜ヶ

丘にある浄水場で、

旧安芸水道企業団で

建設され、昭和40年

（1965年）から給水 

府中浄水場 

を開始しました。現在の給水能力は 2 万

7,000m3/日です。 

広島県との共同施設で取水した太田川の水

を、同県から沈でん水として受水した後、緩

速ろ過方式でろ過し、安芸郡府中町及び市内

東部地域へ給水しています。（平成32年（2020

年）廃止予定） 

ｓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 改定趣旨 

東区牛田新町にあ

る浄水場で広島市水

道の創設時である明

治31年（1898 年）

につくられ、現在の

給水能力は11万m3/

日です。 

戸坂取水場で取水した太田川の水を急速ろ過

方式でろ過し、浄水場内にある牛田配水池と南区

の黄金山配水池に送水して、市内東部地域並びに

安芸郡府中町及び坂町へ給水しています。 

牛田浄水場 

安佐南区緑井町に

ある浄水場で昭和

44 年（1969 年）か

ら給水を開始しまし

た。現在の給水能力 

緑井浄水場 

給水区域と主要浄水場 

 

は20万m3/日です。 

八木取水場で取水した太田川の水を急速ろ過

方式でろ過し、安佐南区及び安佐北区の一部へ

給水するとともに、配水池を兼ねた送水ずい道

で己斐配水池へ送り、市内西部地域へ給水して

います。 
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水道事業においては、水需要とともに料金収入が減少傾向にある中で、水道施設の更新・改良や災害

対策、地球環境問題への対応など、料金収入の増加につながらない投資の必要性が高まっています。 

 また、併せて、これらの施策に必要な財源の確保や人材の育成など、運営基盤の強化を図っていく必

要もあり、水道事業を取り巻く経営環境は今後ますます厳しくなることが見込まれます。 

 本市では、このような経営課題を踏まえ、将来にわたって持続可能な水道システムの構築に向けて、

中長期的な視点から計画的に事業を推進していく必要があると考えています。 

こうしたことから、平成 21年（2009年）に策定した『広島市水道ビジョン』では、本市の水道が将来

にわたってお客さまから信頼される水道であり続けるために、「将来にわたって信頼される水道」を広島

市水道事業の基本理念とし、いつでも安全でおいしい水をお客さまにお届けする水道づくりに取り組み、

健全経営のもとで、お客さまとともに歩む水道事業を目指すこととしており、改定に当たっても、この

基本理念を堅持し、事業を推進していきます。

 

■基本理念 

 

 

 

 

 

 

第２章 基本理念 

将来にわたって信頼される水道 

いつでも安全で 

おいしい水を 

お届けする水道 

お 客 さ ま と 

ともに歩む水道 
健 全 経 営 を 

推進する水道 
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１ 水需要 
 

(1) 給水人口と※1有収水量 

本市の給水人口は、行政合併による市域の

拡大や団地開発等による給水人口の増加によ

り戦後一貫して増加しており、平成 28 年度

（2016年度）は1,229,392人となっています。 

一方、有収水量は、平成 4年度(1992年度)

に過去最高となる1億4,381万m3を記録した

後、減少傾向が続き、平成 28 年度（2016 年

度）の有収水量は 1億 2,741万 m3で、平成 4

年度（1992年度）と比較すると 11.4％減少し

ています。（給水人口及び有収水量の推移は

P.47参照） 

 

(2)  ※2用途別使用水量 

有収水量を用途別にみると、家事用は、給

水人口が増加傾向にあるものの、お客さまの

節水意識の高揚や節水型トイレなど節水機器

の普及等に伴い、一人当たりの使用水量が減

少していることから、平成4年度（1992年度）

の 9,731 万 m3 と比較すると、平成 28 年度

(2016 年度)では 9,658 万 m3とおおむね横ば

い傾向になっています。 

一方、業務用等は、景気の低迷や経費削減

の一環として導入された再生水や雨水の利用

など節水型設備等の影響により減少傾向が続

いており、平成 4年度（1992年度）の 4,650

万 m3と比較すると、平成 28年度(2016年度)

では 3,083 万 m3と 33.7％の減少となってい

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 ※1  

 ※2 用途別･･･本市では、使用水量を用途ごとに「家事用」、「業務用」、「公衆浴場用」、「プール用」に区分して料金を設定していますこ  

こでいう「業務用等」には、「業務用」、「公衆浴場用」、「プール用」を合算したものを表示しています。なお、用途別使用水量と水道料金  

 収入の関連は、P.20に記載しています。 

 

 
 
(3) 水需要の見通し 

これまで給水人口は増加傾向にありました

が、今後減少に転じることが見込まれていま

す。給水人口の減少や節水型社会の進行等に

より、今後も更に水需要は減少していくこと

が見込まれるため、水需要の減少に伴う財政

面への影響や施設規模の適正化への対応が必

要です。 

■家事用使用水量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

■業務用等使用水量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

■家事用一人一日当たり使用水量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 現状と課題 

 

■水需要（有収水量）の見通し 

 

(年度) 

(年度) 

(年度) 

(万 m3) 

(万 m3) 

(L/日) 

(年度) 

実績 見込み 
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２ 水質管理 

 

(1) 水源の水質 

本市の主要水源である太田川は、水道水源

として水量・水質ともに恵まれており、その

中流域は昭和 60 年(1985 年)に環境省の「名

水百選」に選ばれています。その後も河川の

汚濁指標である※3生物化学的酸素要求量(Ｂ

ＯＤ)の数値は、1㎎/L以下を保ちながら、ほ

ぼ横ばいで推移し、水質は良好な状態を維持

しています。 

しかしながら、取水停止には至らないもの

の、毎年、油の流出等の水質事故が発生して

います。 

また、近年、夏場を中心にダム湖において

かび臭が発生し、浄水処理において粉末活性

炭を注入して対応しています。長期的には気

候変動の影響による水質悪化も予測されてお

り、今後の推移に注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※1 有収水量 料金徴収の対象となる水量です。 

※2 用途別 本市では、使用水量を用途ごとに「家事用」、「業務用」、「公衆浴場用」、「プール用」に区分して料金を設定しています。     

  ここでいう「業務用等」には、「業務用」、「公衆浴場用」、「プール用」を合算したものを表示しています。なお、用途別使用水量と水  

  道料金収入の関連は、P.20に記載しています。 

※3 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 水に含まれる有機物の量を表す方法の一つで、一般に河川の水に含まれる有機物の量はＢＯＤで 

  表します。河川やダム貯水池からの放流水の汚染状況を確認するため、定期的に検査しています。河川ではＢＯＤが 1㎎/L以下ならば   

  非常にきれいであるとされています。 

■気候変動に伴う水環境への主な影響 

 

 

 

第３章 現状と課題 

■ＢＯＤの推移（戸坂・八木・高陽取水口の平均値） 

 

気候変動 

水質の悪化 

水温上昇 

年降水量の変動増大・ 

降水パターンの変化 

豪雨の発生頻度の増加 

異臭味、ろ過障害 

蒸発散量増加 

植物プランクトンの増殖 

濁水の発生による 

水質悪化 

土砂の流出 

注 環境省気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート 

 「日本の気候変動とその影響」（2012年度版）を基に作成 

(年度) 

 (mg/L) 

気温上昇 
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(2) 蛇口の水質 

ア 水質管理体制 

本市では、河川等の水源から浄水場におけ

る浄水処理工程、そして各家庭の蛇口に至る

まで、監視装置や検査機器を用いて水質を厳

しくチェックしています。 

このような状況の中で、将来にわたってお

客さまにより安全で安心な水道水を安定的

にお届けするため、平成 18年度（2006年度）

に「※4水道水質検査優良試験所規範（水道Ｇ

ＬＰ）」 を取得し、より一層信頼される水質

管理体制を確保しつつ、水源から蛇口までの

総合的な水質管理を定めた「水安全計画」を

平成 26年度（2014年度）から運用していま

す。（水安全計画については P.30参照） 

 

イ 残留塩素の管理 

水道水の安全性を確保するため、蛇口にお

ける残留塩素濃度は、水道法により 0.1 mg/L

以上を確保するよう定められています。一方、

水道水をよりおいしく感じていただくため

には、残留塩素濃度を低減しカルキ臭を抑制

していくことが求められます。 

このため、配水施設に、※5追加塩素設備や

残留塩素計を整備して残留塩素濃度の低減

に努めており、今後も継続して取り組んでい

く必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※4 水道水質検査優良試験所規範(水道ＧＬＰ) 水道事業体や民間の検査機関が行う水質検査について、公益社団法人日本水道協会が  

  水質検査の信頼性を認証登録する制度で、水質検査結果の精度と信頼性を確保し、水道水の安全性を担保するものです。国際規格であ   

  るＩＳＯ9001とＩＳＯ／ＩＥＣ17025をモデルとして水質検査の実情に合わせて具体化したものです。 

※5 追加塩素設備 残留塩素濃度は、時間の経過とともに減少することから、蛇口での残留塩素濃度を確保するため、浄水場から蛇口 

   までの途中（配水池等）で塩素を補う設備。これにより浄水場での注入量を低減できます。次亜塩素注入設備(補塩設備)ともいいます。 

※6 水道施設整備率 給水区域内人口に占める給水可能人口の割合で、どれだけの方が水道を利用できるかを表します。 

※7 普及率 給水区域内人口に占める給水人口の割合で、どれだけの方が実際に水道を利用しているかを表します。 

■広島市の水質データ（抜粋） 

 

 

 

ウ 水道未整備地区の状況 

井戸水等を生活用水として利用されてい

る水道未整備地区については、給水要望の

緊急性や財政状況等を踏まえて水道施設の

整備を進めています。 

平成 28年度（2016年度）末における 
※6水道施設整備率は 99.6％、※7普及率は

98.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
広島市の水道水 

平成 28 年度平均値 

水道水の 

水質基準等 

pH 値 7.3 5.8～8.6 

有機物（全有機炭

素（ＴＯＣ）の量） 
0.44mg/L 3mg/L 以下 

総トリハロメタン 0.013mg/L 0.1mg/L 以下 

硬度 17.7mg/L 300mg/L 以下 

遊離残留塩素 0.5mg/L 0.1mg/L 以上 

第３章 現状と課題 

 

注 詳細な水質検査結果は、水道局ホームページに掲載して 
 います。 

 蛇 口 
検査 

水質監視モニター装置 

 浄 水 場 
検査 

魚類自動監視装置 

職員による24時間監視 

 取 水 場 
魚類自動監視装置 

水中油分自動監視装置 

 など 

給 水 区 域 

取水口 

太田川 

■水源から蛇口に至るまでの水質管理体制 

 

 検 査 
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３ 水道施設 
 

(1) 施設の状況 

本市では、明治 31 年(1898 年)の水道創設

以来、市勢の発展等に伴う水需要の増加に対

応するため、浄水場、配水池、ポンプ所等多

くの施設を整備しており、施設数は平成 28年

度(2016 年度)末で 339 か所となっています。 

これら施設は、補強や更新による「機能維

持」と定期的な点検や修繕による「安全確保」

の両面から、適切に管理してきました。 

しかし、基幹施設である緑井浄水場や高陽

浄水場をはじめとした施設の多くは、昭和 40

年代以降に整備したもので、今後、※8法定耐

用年数（土木構造物は 60年、建築構造物は 50

年）を超える施設の割合が高まることから、

計画的に更新を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※8 法定耐用年数 地方公営企業法施行規則に規定されている耐用年数です。減価償却費の算定への恣意性を排除するために、資産の 

  種類や構造などによって一律に規定されており、使用可能年数とは異なることがあります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 緑井浄水場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 観音台第一調整池 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（か所） 

第３章 現状と課題 

 

 

■施設の年度別整備状況（平成 28 年度（2016 年度）末現在） 

（年度） 
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(2) 管路の状況 

 管路（導・送・揚・配水管）は、浄水場

で作った水道水をお客さまのもとへお届

けするため網の目のように整備していま

す。その延長は、平成 28年度（2016年度）

末で 4,817 kmとなっています。 

これら管路は、道路に埋設されているた

めお客さまの目に触れにくいですが、市民

生活や産業活動を支えている重要なイン

フラです。   

本市では従前から、管路を適切に管理す

るために、定期的な点検と継続的な漏水調

査を行うとともに、老朽化した管路を計画

的に更新しています。その結果、近年の漏

水修理件数は減少傾向にあり、これまでの

取組の効果が確実に現れています。 

しかし、水道管路の多くは昭和 40 年代

以降に整備したもので、今後、法定耐用年

数（40 年）を超える管路の割合が高まる

ことから、計画的に更新を行う必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 維持保全計画の策定 

  今後、水道施設の老朽化が進むため、長

期的な更新計画が必要です。ただし、法定

耐用年数に基づいて一律に更新すること

は、健全な水道施設まで更新することとな

るおそれがあります。 

こうしたことから、平成 26 年度（2014

年度）、おおむね 50 年先を見据え、水道

施設の特性や、補修・補強などによる長寿

命化の効果を考慮して、適切な更新時期を

定めた「維持保全計画」を策定しました。

この計画に基づいて長寿命化と更新を着

実に実施し、水道施設の健全性を確保して

いく必要があります。 

水道施設のうち管路については、古くて

折損・漏水しやすい材質に絞って効率的に

更新を進めていますが、漏水等のリスクを

早期解消するためには、更新のペースアッ

プを図る必要があります。 

  

■管路の年度別整備状況（平成 28 年度（2016 年度）末現在） 

（km） 

第３章 現状と課題 

（年度） 
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●計画の位置付け 

「維持保全計画」は、平成 29 年（2017 年）2 月に策定された「広島市公共施設等総合管理計画」の水道施設に係る

個別施設計画として位置付けられています。 

●計画の構成 

水道施設は、浄水場や配水池等の施設と配水管等の管路で構成されていますが、それぞれ特色が異なるため、「水道

施設〔浄水場等〕維持保全計画」と「水道管路維持保全計画」を策定しています。 

また、水道施設の機能維持と安全確保を図るためには、計画的な点検、補修・補強、更新を実施する必要があること

から、「維持保全計画」は点検要領と長寿命化（更新）計画で構成しています。 

●点検要領 

1 施設 

施設を構成する構造物や機械電気設備等を適切な状態に維持するため、各種点検の実施方法、頻度や機能評価方

法等を定めた要領です。 

2 管路 

管路の状態を把握し、漏水の早期発見・修理による安全確保を図るため、漏水調査、管路巡視、管体調査の実施

方法や頻度等を定めた要領です。 

●長寿命化（更新）計画 

1 施設 

耐震・劣化診断の結果を踏まえて補修・補強を実施することで長寿命化を図るとともに、施設の重要度と耐久性

を踏まえて設定した使用年数基準で更新する計画です。 

2 管路 

土壌調査や漏水履歴などを踏まえて、管種、口径、地盤条件ごとに使用年数基準を設定した上で、これまでに漏

水事例のある管種を年間約 26 km のペースで重点的に更新する計画です。 

■法定耐用年数と使用年数基準   

 

■法定耐用年数と使用年数基準で更新した場合の更新需要の比較（平成 28 年度（2016 年度）末現在） 

 

 

 

注 建築構造物は 50 年、土木構造物は 60 年 

第３章 現状と課題 

 

維持保全計画（平成 26 年（2014 年）5 月策定） 

 

（年度） （年度） 

注 
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４ 危機管理 
 

(1) 災害対策 

ライフラインである水道は、断水するとお

客さまの生活や企業の活動に多大な影響を与

えることとなります。 

我が国では、近年、全国各地で大規模地震

が発生しており、今後、「南海トラフ巨大地震」

や「安芸灘～伊予灘～豊後水道の地震」等、

広島市域にも大きな被害を及ぼす地震の発生

が予想されています。 

このため、浄水場や配水池等の施設につい

ては、耐震診断に基づき耐震補強を実施して

います。管路については、昭和 54年度（1979

年度）から一部の地域で※9耐震管を使用して

いましたが、平成 26 年度（2014 年度）から

はすべての地域で耐震管を使用しています。 

また、※10災害拠点病院等、震災時において

給水が特に必要な施設への配水管路の耐震化

をはじめとして、より効果的に耐震化を進め

ていく必要があります。 

この他にも、バックアップ機能の強化とし

て、浄水場間や配水系統間の相互連絡管の整

備や非常用電源の確保を進めています。さら

に、既設の飲料水兼用型耐震性防火水槽に加

え、水道施設の被災時においても必要最低限

の飲料水を確保するために、主要配水池への

緊急遮断弁（P.37参照）の整備を進めていま

す。 

 

■主な自然災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※9 耐震管 地震時においても地盤の変位に順応して管の接合部が伸縮・屈曲し、かつ抜け出さない構造のダクタイル鋳鉄管など、地 

  震対策が施された水道管です。 
※10 災害拠点病院 ヘリコプターにより傷病者を搬送、受入れできる体制等を有し、災害時においても 24 時間緊急対応する病院で 

  す。広島市内では、平成 29年 4月の時点で広島市立広島市民病院など 5つの病院が指定されています。 

 

 

 

今後も、平常時はもとより被災時において

も安定して給水を行えるよう、引き続き水道

施設の耐震化などの災害対策に取り組んでい

く必要があります。 

さらに、近年、短時間に局地的な大雨が降

る短時間強雨の発生回数が増加傾向にありま

す。平成 26年（2014年）8月 20日に本市で

発生した豪雨災害では、電気設備の故障や配

水管の流出・破損などにより、最大 2,662戸

の断水が発生しており、地震以外の災害に対

しても、迅速な対応が行えるような体制の構

築が求められています。このことから、災害

発生時にも迅速かつ的確な対応が可能な体制

の確保を目的とし、大規模停電や水質事故等

を想定した訓練を実施しています。 

今後も、大規模災害に備えて、東日本大震

災や熊本地震を教訓とした応急給水及び応急

復旧の体制の充実を図るとともに、周辺自治

体間の円滑な受援・応援体制を構築できるよ

う、マニュアルや応急用資機材を整備する必

要があります。 

  

第３章 現状と課題 

 

年 名称 種別 断水戸数

2,567,210戸（北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、

山梨県、長野県、岐阜県、静岡県）

54,357戸（北海道、山梨県、静岡県、三重県、大阪府、兵庫県、

奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、香川県、高知県）

20,025戸（北海道、岐阜県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、

広島県、山口県、徳島県、高知県、長崎県、鹿児島県）

平成27年

（2015年）
平成27年9月関東・東北豪雨 台風 約26,675戸（宮城県、福島県、茨城県、栃木県）

約534,169戸（静岡県、三重県、京都府、奈良県、和歌山県、鳥取県、

島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）

平成28年熊本地震 地震 445,857戸（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）

平成13年芸予地震

東日本大震災

（東北地方太平洋沖地震）

平成23年台風第12号

平成26年8月豪雨

1月23日からの大雪等

平成23年

（2011年）

平成28年

（2016年）

地震

台風

台風

集中豪雨

寒波

平成13年

（2001年）
40,938戸（島根県、広島県、山口県、愛媛県）

平成26年

（2014年）

地震
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(2) セキュリティ対策 

取水場や浄水場など重要施設には、侵入防

止対策として防護フェンスの設置に加え、監

視カメラや赤外線センサーにより監視体制の

強化を図っています。今後も、引き続き、水

道水の安全確保のため、保安強化に取り組ん

でいく必要があります。 

さらに、情報化社会の進展により、サイバ

ーテロの脅威は年々増しています。水道事業

においても、様々なシステムを運用しており、

被害に遭うと、安定した給水に影響に及ぼす

おそれがあることから、対策を強化していく

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な災害応援協定・要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 相手方 

19 大都市水道局災害相互応援に関する覚書 政令指定都市（千葉市・相模原市を除く）及び東京都 

公益社団法人日本水道協会中国四国地方支部相互応

援対策要綱 
中四国地方内の水道事業体 

日本水道協会広島県支部水道災害相互応援対策要綱 広島県内の水道事業体 

地震・異常渇水等の災害時における水道水の相互融

通に関する協定 
呉市 

災害時における応急措置の協力に関する協定 広島市指定上下水道工事業協同組合 

災害時等における水質検査の相互応援に関する協定 広島県、福山市、呉市、尾道市、三原市、府中市 

広島市水道局退職者災害時支援協力員制度に関する

要綱 
水道局退職者 

▲ 平成 26 年 8 月豪雨災害の状況 

 

▲ 耐震補強（高陽浄水場管理棟） 

第３章 現状と課題 
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５ 環境保全 
 

(1) 省エネルギー 

水道水の供給に当たっては、河川からの取

水に始まり、浄水場での浄水処理、配水池へ

の貯留など各過程で多量のエネルギーを使用

し、二酸化炭素（ＣＯ2）や廃棄物を排出する

など環境への負荷を伴います。とりわけ事業

全体の二酸化炭素の排出要因割合をみると、

主に取水・配水過程のポンプ運転に使用する

電力によるものが 98.5％を占めています。 

特に、本市は給水区域が広く山間部が多い

地形であることから、ポンプ所や配水池の施

設が多く、他都市に比べ電力使用量が多くな

っています。 

こうした状況を踏まえ、高効率機器の採用

や※11インバーター制御の導入による効率的

なポンプ運転等を通じて電力使用量の削減に

努めています。 

電力使用量の推移をみると、平成 28 年度

（2016年度）は、平成 19年度（2007年度）

と比較して、6.1％減少しています。 

今後も、更なる環境保全のため、引き続き

電力使用量の削減等に取り組んでいく必要が

あります。 

 

 

 

 

 

■二酸化炭素の排出要因割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※11 インバーター制御 電源の周波数を変換する装置で、需要変動の大きいポンプ等電動機の回転速度制御に用いて効率のよい運転を 

行い、省電力を図ろうとするものです。 

 
 

 

 
▲ 高効率電動機採用のポンプ設備 

 

 

 

■電力使用量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■電力使用割合 

 

 

 

平成 28 年度（2016 年度）実績 

 

平成 28 年度（2016 年度）実績 

 

第３章 現状と課題 
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 (2) 環境に配慮した事業運営 

環境に配慮した取組として、創設 100周年

を迎えた平成 10年度(1998年度)には、太田

川の源流域に森林を取得し、水源かん養機能

の高い水源林の育成を目指して、森林整備を

行うとともに、お客さま参加型の体験・学習

の場として、啓発活動に活用しています。 

また、浄水過程で発生する浄水汚泥を路盤

材等へ再生し有効利用するなど、資源リサイ

クルの推進や環境報告書の公表を通じた環

境情報の開示など様々な取組を実施してい

ます。 

  今後、これらの取組を継続していくことは 

もとより、社会経済情勢等を踏まえなが

ら、より環境に配慮した事業運営に努めて

いく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■環境保全に関する主な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ 

取水場 

浄水場 

配水池 

庁舎 

ご家庭 

ポンプ所 

●ポンプの高効率化 

●建設副産物の再利用 

●漏水防止対策 ●ポンプのインバーター制御 

●浄水汚泥のリサイクル 

●再生可能エネルギーの活用 

●水道水源の保全 

●環境報告書の公表 

●環境教育への貢献 

●外灯設備のＬＥＤ化 

●低公害車の導入 

 

 

広島市水道創設100周年記念事業の一環として、「母

なる川、太田川」の源流域の一部を取得した水源かん

養林は、お客さまにとって、身近な森として親しみや

すいものとなるように、名称の募集を行い、296 通の

応募の中から、「広島市・太田川源流の森」に決定しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▲ 「広島市・太田川源流の森」の中を流れる小川 

■広島市・太田川源流の森(概要) 

所在地 
広島県廿日市市吉和字吉和東 1588

番・11589 番 3 

面積 355 ヘクタール 

樹種 

（天然林）ミズナラ・コナラ・シバグ

リなど 

（人工林）スギ・ヒノキ・アカマツ・

カラマツなど 

制限林等の種類 水源かん養保安林 

 

第３章 現状と課題 

 

広島市・太田川源流の森 

 

●水資源の再利用 
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6 経営 

 

(1) 財政状況 

水道事業は、お客さまからの水道料金によ

り事業を運営する独立採算の企業として、合

理的かつ能率的な経営を行う必要があるため、

これまでも維持管理費の削減をはじめとする

経営の効率化に積極的に取り組むとともに、

企業債残高を抑制することで財務体質の強化

を図るなど、健全経営を推進してきました。 

一方、水道事業を取り巻く経営環境は、節

水意識の高揚や節水機器の普及、さらには、

今後の人口減少に伴い更なる水需要の減少が

見込まれる中、水道施設の老朽化対策など収

入の増加につながらない事業を推進する必要

があるため、一段と厳しさを増しています。 

こうした中、将来にわたって水道の安全性・

安定性と経営の健全性を確保していくために

は、これまで以上に、中長期的な視点から計

画的に事業を推進し、経営の効率化や財務体

質の強化など財政マネジメントの向上に取り

組んでいく必要があります。 

 

■企業債残高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■給水収益の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 料金制度 

本市の水道料金は、基本料金（口径別に区

分）と従量料金とで構成し、従量料金は、家

事用、業務用等の用途別に区分の上、それぞ

れ使用水量が増加するに従って単価が高くな

る逓増型を採用しており、これまで長きにわ

たって定着しています。 

施設型産業である水道事業では、固定的費

用が大部分を占めるため、使用水量に関わら

ず一定金額を基本料金として回収しています

が、政策的配慮から、基本料金は低廉なもの

とし、より多くを従量料金として回収する仕

組みとしています。 

また、従量料金については、主に消費の抑

制、小口使用への配慮を目的として、逓増型

を採用するとともに、生活用水として使用さ

れる家事用に対してはできるだけ低廉な料金

とする一方、業務用に対しては、家事用より

高く設定することで、より多くの負担を求め

る料金体系となっています。 

 

 ■基本料金と従量料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 現状と課題 

 

注 理論値は、日本水道協会「水道料金算定要領」  
 に基づく試算です。 
 

水道料金の原価配賦のイメージ図 

 

（税抜） 
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具体的には、平成 28 年度（2016 年度）の

有収水量に占める割合は家事用 75.8％、業務

用等 24.2％である一方、水道料金収入である

給水収益に占める割合は家事用 59.1％、業務

用等 40.9％となっています。 

こうした中、近年、単独世帯の増加による

世帯構造の変化や、節水意識の高揚、節水機

器の普及等により水需要構造は大きく変化し

ています。 

家事用では従量料金のうち低次（従量料金

単価を低く設定）の料金割合が増加傾向にあ

る一方、業務用では従量料金のうち高次（従

量料金単価を高く設定）の料金割合が減少傾

向にあるため、これまでのように大口使用の

料金収入によって、小口使用の原価割れをカ

バーすることが困難な状況になってきていま

す。こうした傾向は全国的にも同様であるこ

とから、経営的観点から緩やかな見直しが求

められています。 

 

■逓増型料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このため、水需要構造の変化や将来的な財

政状況を見据えながら、負担の公平性や安定

収入を確保する料金体系の在り方を考えてい

く必要があります。 

 なお、本市の水道料金(家事用)を他の大都   

市と比較すると、1か月当たり 20m3使用の場

合では、6番目に安い料金水準(平成 29年

(2017年)4月 1日現在)となっています。 

(大都市水道料金比較は P.51参照) 

 

■有収水量及び給水収益に占める家事用・業務用  

 等の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      平成 28 年度（2016 年度）実績 

        

 

 

第３章 現状と課題 

 

1m3当たりの従量料金 

注 料金単価は、2か月の場合。また、家事用の  

  201m3以上は 241円です。 

 

 

（税抜） 

（税抜） 

 １次    2 次    3 次    4 次    5 次   6 次   7 次 

(m
3

) 
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(3) 人材育成と技術の継承 

水道局は、独立採算の公営企業であること

から、職員には、経営感覚を持って職務に当

たるとともに、水道事業を取り巻く環境の変

化に的確に対応することが求められています。 

このため、職員の経営感覚の向上につなが

る研修などを実施し、公営企業の職員に必要

な幅広い分野における知識や能力を身に付け

ていく必要があります。 

また、政令指定都市に移行した昭和 55 年

（1980年）前後に採用された経験豊富なベテ

ラン職員の多くが退職し、大規模な水道施設

事故、自然災害及び渇水等を経験したことの

ない若手・中堅職員の割合が増加しています。 

こうした中、技術の継承については、平成

22年度（2010年度）から、※12職場内研修（Ｏ

ＪＴ）、※13職場外研修（Ｏｆｆ－ＪＴ）、※14自

己啓発（ＳＤ）を取組の 3本柱に据え、本市

水道技術研修センターを活用する等、水道局

全体で組織的かつ計画的な人材育成に取り組

んできました。 

引き続き、平常時はもとより事故・災害時

における危機管理能力を確保する必要があり

ます。 

 

 

■年代別技術職員割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                   
※12 職場内研修（ＯＪＴ） 日常的な業務を通じて、先輩職員が後輩職員を指導する個別研修で、必要な知識・能力の習得を目的とし 

  た職場内における研修です。 

※13 職場外研修（Ｏｆｆ－ＪＴ） 本市水道技術研修センター等での集合研修で、通常の業務では体験する機会の少ない知識・能力の 

  習得を目的とした職場外における研修です。 
※14 自己啓発（ＳＤ） 職員が自主的に研修の参加や資格の取得を行うなど、知識・能力の向上に努めることです。 

  

第３章 現状と課題 

 

▲ 研究事例発表会 

 

注 平成 21年(2009年)4月 1日現在及び平成 29年(2017年)4月 1日現在の水道局技術職員の年代別内訳 

(%) 
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7 広域連携 

 

水道事業は「原則として市町村が経営するもの」

と水道法で規定されており、これまで、各市町村

単位を中心に、水道事業を運営してきました。 

しかし、現在、多くの水道事業は、人口減少に

伴う給水収益の減少や施設の老朽化、人材確保な

ど多くの課題を抱えており、周辺自治体や民間企

業と協力・連携して対処していくことも、問題解

決のための効果的な手法の一つとして考えられま

す。 

こうした中で、本市では昭和 40年代以降、周辺

自治体との合併に伴い給水区域を拡大し、行政区

域外の安芸郡府中町及び坂町並びに山県郡安芸太

田町の一部にも給水を行っています。 

また、広島県との共同施設として建設した高陽

取水場では、県と市の取水ポンプを共有化し、共

同で運転を行うことで、効率的な運転に努めてい

るなど、施設の共同化・管理の一体化にも取り組

んでいます。 

今後も、中四国地方の中枢都市として、周辺自

治体と連携し、水道事業が抱える問題に取り組ん

でいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 内容 

公の施設の区域外

設置 

○ 地方自治法の規定に基づき、本市の区域外（安芸郡府中町及び坂町並びに山県郡安芸太田町 

  の一部）に給水 

共同施設の建設 ○ 広島県との共同施設として高陽取水場を建設 

○ 広島県、呉市及び江田島市との共同施設として、太田川東部工業用水道を建設 

業務の受託・委託 ○ 高陽取水場の維持管理及び運転管理業務を本市が受託 

○ 太田川東部工業用水道の維持管理及び運転管理業務を広島県へ委託 

○ 安芸郡府中町及び坂町の下水道使用料の徴収事務をそれぞれ受託 

災害時における 

応援体制の確保 

○ 大都市水道事業体で「19 大都市水道局災害相互応援に関する覚書」を締結 

○ 日本水道協会の中国四国地方支部、広島県支部それぞれで「相互応援対策要綱」を策定し、 

  合同防災訓練を開催 

○ 災害時における水道水の相互融通に関する協定等を近隣水道事業体と締結 

研修・その他 ○ 近隣の水道事業体を対象に、「漏水防止講習会」を実施 

○ 太田川流域の水道事業体で、「太田川流域水源涵養推進協議会」を設置 

第３章 現状と課題 

 

▲ 高陽取水場 

 

▲ 日本水道協会広島県支部合同防災訓練 

■これまでの広域連携の取組 
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8 サービス 

 

(1) 広報・広聴 

 水道は、お客さまの暮らしに欠かせないラ   

イフラインであり、地域独占性が高い事業で

す。  

 このため、事業運営に当たっては、お客さ

まの関心の高い水道水の水質や災害対策、水

道料金に関する情報など、水道事業に対する

理解を深めていただけるよう、積極的な情報

発信に努めるとともに、お客さまのご意見を

事業運営に反映させ、お客さまとの相互理解

を深めていくことが求められています。 

 近年、ペットボトル水やウォーターサーバ

ーなど水道水以外を飲み水としている人が増

加していることから、安全でおいしい水道水

のＰＲなどイメージアップの推進に努める必

要があります。 

 

 

 

 

■水道局の取組に対する満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 お客さまの意識に関するアンケート調査結果報告書（平成 28年(2016年)12月実施 回答者数454：送付数 1,000(複数回答可)） 

 

水道局では、「名水百選」に選ばれた清流太田川を

主要水源とした水道水の安全性やおいしさについて、

お客さまのご理解を深めていただくことを目的とし

て、ボトルドウォーター「飲んでみんさい！広島の

水」を製造・販売しています。 

平成 28 年（2016 年）4 月から、広島市立基町高等

学校普通科創造表現コースの生徒の皆さんにご協力い

ただき製作したラベルデザインに一新しました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ▲「飲んでみんさい！広島の水」 

■お客さまが水道に関して知りたい情報 

第３章 現状と課題 

 

飲んでみんさい！広島の水 

注 お客さまの意識に関するアンケート調査結果報告書（平成 28年(2016年)12月実施 回答者数454：送付数 1,000） 

(%) 

(%) 
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(2) お客さまサービス 

ア 料金サービス 

水道局では、お客さまの利便性の向上を

図るため、「引越お客さま受付センター」の

設置など、料金サービスの充実を図ってき

ました。 

今後もお客さまのニーズや費用対効果を

踏まえながら、お支払い方法の多様化など

更なるサービスの充実に努めていく必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■料金サービスメニュー等の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※15 貯水槽水道 水道局から供給される水を、一旦受水槽に貯留した後、使用者に供給する施設の総称です。 

イ ※15貯水槽水道の管理 

    ビル・マンション等の貯水槽以降の施設    

は、建物の所有者又は管理者が管理するこ

とになっていますが、当該施設の管理が不

十分だと衛生上の問題が発生するおそれが

あります。   

水道局では貯水槽を介さない直結給水方

式として、5 階程度までの建物については

直圧方式へ、それ以上の高さの建物につい

ては増圧方式への給水切替えを促進してい

ます。 

法定検査の義務がない有効容量10m3以下

の小規模貯水槽水道は、無料点検を実施し

て適正管理について助言・指導を行ってい

ます。 

今後も水道水を安心して飲んでいただけ 

る環境づくりに取り組んでいく必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 実施時期 内容 

コンビニエンスストアでの料

金収納 

平成 12 年度 

（2000 年度） 

コンビニエンスストアでの料金収納を開始。順次収納取扱店を拡大さ

せ、現在 6 社で実施 

インターネットによる使用開

始・中止の受付 平成 14 年度

（2002 年度） 

水道の使用開始・中止のご連絡について水道局ホームページで受付開

始 

納入通知書（請求書）の一括請

求サービス 

複数のご使用場所ごとにお支払いしていただいている水道料金を、個

別から一括して請求するサービスを開始 

水道料金に関する申請様式の

ダウンロードサービス 

平成 16 年度 

（2004 年度） 

から順次実施 

口座振替依頼書をはじめ、水道料金に関する申請書について、ホーム

ページからダウンロードできるサービスを開始 

 

引越お客さま受付センターの

設置 

 

平成 22 年度 

（2010 年度） 

水道の使用開始・中止のお申し込みやお問い合わせについて、窓口の

一本化を行うため、担当窓口として、「引越お客さま受付センター」

を設置し、受付時間の延長を実施 

 

第３章 現状と課題 

 

▲ 小規模貯水槽水道の点検 

 

▲ 引越お客さま受付センター 
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(3) 社会貢献活動 

ア 地域社会活動 

水道局は、地域に根ざした公営企業とし

て、水道事業の施策等を説明する出前講座

や小学生を対象としたすいどう教室の開催、

中学生・高校生を対象とした職場体験学習

の受入れなど、地域社会に貢献しています。 

 

イ 国際協力 

本市の水道は、創設から 1世紀余りにわ

たって断水することなく給水を続け、公衆

衛生の確保と生活環境の改善に努めてきま

した。今日では、この経験を諸外国におけ

る衛生的な水の確保のために生かしていく

ことが求められています。 

本市では、※16独立行政法人国際協力機構 

（ＪＩＣＡ）や※17ひろしま国際協力事業等

からの海外技術研修員の受入れを実施して

います。 

今後もこうした取組を通じて、国際協力

に努めていく必要があります。 

 

ウ 歴史の継承 

現在、水道資料館として活用している牛

田浄水場の旧送水ポンプ室は被爆建物であ

り、一部国等の補助を受け、平成 28 年度

（2016年度）に耐震改修工事を行い、併せ

て、展示物のリニューアルを実施しました。 

今後も、歴史的財産として保存・伝承し、

本市の水道やその歴史とともに、被爆の実

相と平和について発信する場として活用し

ていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※16 独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ） 開発途上国に対する支援や技術協力業務、青年海外協力隊事業、開発資金援助などを行 

  う外務省所管の独立行政法人です。 

※17 ひろしま国際協力事業 「ひろしま国際協力基金」（被爆 50 周年を契機として、平成 7 年(1995 年)に本市が設置）の運用益を活用 

  して行う事業です。環境保全等に関する研修員の受入れなどを実施しています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■海外技術研修員の受入れ実績 

（平成 28 年度（2016 年度）末時点） 

 

 

区分 期間 人数 備考 

JICA 

研修員受入

事業 

平成 15 年～ 

 

 

132 人 

 

 

イラク、イ

エメン、ヨ

ルダン、パ

レスチナほ

か 20 か国・

地域 

ひろしま国

際協力事業 
平成 8 年～ 

 

 

27 人 

タイ、ベトナ

ム、マレーシ

ア、インドほ

か 7 か国 

▲ 海外技術研修員への研修 

 

▲ 職場体験学習の様子 
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第４章 施策の展開 

 

災害対策の充実 
Ⅲ 

健全経営の推進 
Ⅳ 

お客さまサービスの向上 
Ⅴ 

施策目標 基本理念 

安全でおいしい水の供給 
Ⅰ 

将

来

に

わ

た

っ

て

信

頼

さ

れ

る

水

道 

いつでも安全で 

おいしい水を 

お届けする水道 

健 全 経 営 を 

推進する水道 

お 客 さ ま と 

ともに歩む水道 

水道施設の更新・改良 
Ⅱ 
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(1) 利便性の向上 

(2) 直結給水の促進 

(3) 貯水槽水道の適正管理の促進 

(4) 民間事業者の育成 

(1) 広報活動の充実 

(2) 広聴活動の充実 

(3) イメージアップの推進 

(1) 浄水・配水施設の統廃合 

(2) 構造物の更新・改良 

(3) 機械及び電気設備の更新・改良 

(4) 効率的な運転管理体制の構築 

(1) 管路の更新 

(2) 漏水防止の推進 

(1) 地域社会への貢献 

(2) 国際協力の推進 

(3) 歴史の継承 

(1) 経営の効率化 

(2) 企業債残高の抑制 

(3) 料金制度の見直し 

(4) 新たな発想による収入の確保 

(1) 人材の育成 

(2) 水道技術の継承 

(3) 組織体制の強化と適正な人員配置 

(1) 民間活力の活用 

(2) 広域連携の推進 

(1)  構造物の耐震化 

(2) 重要給水施設への配水管路の耐震化 

(1) バックアップ施設の整備 

(2) 非常用電源の確保 

(1) 飲料水の確保 

(2) 応急用資機材の整備 

(3) 危機管理体制の充実 

(1) 水安全計画の運用 

(2) 水質監視・保安体制の確保 

(3) 水質検査体制の強化 

(4) 浄水処理技術の維持・向上 

(5) 残留塩素濃度の低減・監視 

かん 

配水施設の機能向上 

(1) 水源かん養林の整備 

(2) 流域自治体との連携 

(3) 省エネルギーの推進 

(4) 資源リサイクルの推進 

(5) 環境マネジメントシステムの運用 

お客さまサービスの充実 ２ 

広報・広聴活動の推進 １ 

社会貢献活動の推進 ３ 

人材育成と技術の継承 ２ 

財政基盤の強化 １ 

多様な連携体制の構築 ３ 

安心な水の安定供給 ２ 

水質管理体制の強化 １ 

環境負荷の低減 ３ 

管路の更新 ２ 

施設の更新・改良 １ 

バックアップ機能の強化 ２ 

水道施設の耐震化 １ 

応急対策の推進 ３ 

具体的な取組  主要事業
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 施策目標Ⅰ 安全でおいしい水の供給 

 

１ 水質管理体制の強化 
 

 基 本 方 針 

➢  

 

 

 

(1) 水安全計画の運用 

「水安全計画」に基づいて、水源から蛇口

までの各段階で水道水に悪影響を与える可能

性のあるリスクを監視し、リスクの発生に対

しては、マニュアルに基づいて適切かつ迅速

に対応します。 

 

(2) 水質監視・保安体制の確保 

水質事故やかび臭の発生状況等を踏まえ、

浄水場の粉末活性炭処理施設を更新するとと

もに、取水場や浄水場における水質自動監視

装置の整備及び監視カメラの更新などを行い

ます。 

 

▲ 魚類自動監視装置での水質監視 

 

 

 

 

(3) 水質検査体制の強化 

国の水質基準の改正などの動きに的確に対

応するとともに、計画的な水質検査機器の更

新を行い、測定精度の維持・向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 水質の検査 

 

(4) 浄水処理技術の維持・向上 

将来、水源の水質悪化等により現状の浄水

施設で対応できなくなる場合に備え、高度浄

水処理等の新たな処理方法について調査研究

を行います。 

 

(5) 残留塩素濃度の低減・監視 

蛇口での残留塩素濃度を低減させるため、

追加塩素設備や残留塩素計を整備し、水質監

視モニター装置での監視を行うとともに、実

態調査を行い、よりきめ細やかな残留塩素管

理を実施します。 

第４章 施策の展開 

水源から蛇口までの水質管理を徹底するため、「水安全計画」を適切に運

用するとともに、水質の監視及び検査体制を確保します。また、環境変化に

伴う水質変動にも対応できるよう、浄水処理技術の維持・向上を図るととも

に、おいしい水を供給するため、残留塩素濃度の低減に努めます。 

具体的な取組 

第４章 施策の展開 
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平成26年度（2014 年度）に策定した「水安全計画」は、水源から蛇口までの各段階において、水道水に悪影響を与

える可能性のあるリスクを抽出し、リスクごとに水道法上の水質基準よりも厳しい基準値（管理基準）を設定し、品質管

理方法を定めて運用することにより、水道水質の異常を未然に防止するものです。 

日常の監視によりリスクを確認した場合は、関係機関への情報提供や水質監視体制の強化を行うとともに、管理・運

用マニュアルに基づき各部署で統一した適切かつ迅速な対応を行い、水道水への影響を未然に防止します。 

監視体制の明確化と管理基準を超過したときの対応の迅速化が可能となり、水道水の安全性がこれまで以上に向上し

ます。また、管理・運用マニュアルの整備に当たり、ベテラン職員のノウハウを客観的に数値化することで、若手技術者

への技術の継承にもつながります。 

水道を取り巻く環境は常に変化していくため、必要に応じて「水安全計画」の見直しを行い継続的に改善していくこ

とで、よりレベルアップを図り水道水の品質管理の向上に努め、将来にわたりお客さまに安全で安心な水道水をお届け

することができます。 

  

● マニュアル化 
管理基準を超過したときの対応を明確にした管理・運用マニュアルの 

整備により、局内で統一した対応を迅速に行うことができます。 

● 監視体制の確立 
水源から蛇口までのリスクを監視する地点において、リスクごとの 

管理基準を設定し、この基準に基づく監視体制を確立します。これに 
より、リスクの発生あるいはその予兆を早期に発見できることから、 
これまで以上に迅速な対応が可能となります。 

水源から蛇口までの監視例 

 

水質試験のため 

河川水を採水 

 

 
機械の運転状態の監視 

 

機械による濁度の

常時監視 

 

蛇口での水質試験 

 

● リスクの抽出･分析 
水源での油流出事故の発生や給配水施設における残留塩素濃度の低下 

など、水源から蛇口までの間で発生が予想されるリスクを抽出するとと 
もに、発生頻度や影響の程度を分析しています。 

水源から蛇口までのリスク例 
     水源や河川流域      取水場         浄水場         給配水施設 

  濁水の流入  

水 安 全 計 画 

水安全計画の策定と運用 

 

第４章 施策の展開 
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配水監視 

装置 

河川 

●配水監視装置の整備 

市内デルタ部を中心に、配水幹線の 

流量・水圧を測定します。 

●配水管路の整備 

未配管路線に配水管路を整備し、水質

の保全や安定給水を図ります。 

２ 安心な水の安定供給 

 

 基 本 方 針 

➢  

 

 

 

配水施設の機能向上 

水質の保全や安定給水の向上を図るため、配水

管路の整備を進めるとともに、流量・水圧を測定

する配水監視装置を整備し、配水監視体制の充実

を図ります。 

また、水道未整備地区への配水施設の整備につ

いては、給水要望の緊急性や財政状況等を見極め

ながら取り組みます。 

 

 

 

 

■配水管路と配水監視装置の整備 

 

▲ 配水監視装置 

 

 

 

 

 

 

  

第４章 施策の展開 

安心な水を安定的に使用していただけるよう、配水管路などの整備に取り

組みます。 

具体的な取組 
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 事業活動により排出される廃棄物には、水道工事

で発生するアスファルト塊等の建設副産物や取水・

浄水の過程で発生する汚泥等があります。 

 本市では、このような廃棄物の再資源化に取り組

んでおり、平成28年度（2016年度）は発生した廃

棄物の99％を再資源化し、有効利用しました。 

 

 

 

 

 

３ 環境負荷の低減 

 

 基 本 方 針 

➢  

 

 

 

(1) 水源かん養林の整備 

「広島市・太田川源流の森」を水源かん養

機能の高いモデル水源林として整備します。 

また、現地でのお客さま参加型の体験学習

イベント等を通して、水源かん養の重要性に

ついての啓発活動を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 「広島市・太田川源流の森」での森林保全活動 

 

(2) 流域自治体との連携 

「太田川流域水源涵養推進協議会」や「広

島市・廿日市市源流の森保全協議会」を通じ

て、定期的な情報交換や啓発活動を実施し、

流域自治体との連携を図りながら水源かん養

機能の保全に努めます。 

 

(3) 省エネルギーの推進 

高効率機器を導入するなど環境に配慮した

施設整備や効率的な施設運用に取り組みます。 

また、再生可能エネルギーなどに関する新

技術の調査研究を引き続き行い、給水の安全

性・安定性を確保した上で、環境負荷の低減

                                                   
※18 建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られる物品であり、その種類としては、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コ 

  ンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、紙くず、金属くず、ガラスくずなどがあります。 

化が期待できるものについては、導入につい

て検討します。 

 

(4) 資源リサイクルの推進 

水道工事で発生する※18建設副産物や浄水

場で発生する汚泥の再資源化を推進します。 

 

(5) 環境マネジメントシステムの運用 

環境負荷の低減に関する取組状況を、お客

さまに分かりやすく情報提供します。 

また、環境に関する講習会等に参加すると

ともに、庁内ＬＡＮ等を活用して環境活動に

関する情報の共有化を行うなど、職員の意識

向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

再資源化施設
工事現場

再生砕石

コンクリート塊

再利用

第４章 施策の展開 

豊かな清流である太田川を次世代に引き継いでいくため、水源かん養林を

整備し、関係機関と連携して水道水源の保全に努めます。また、省エネルギ

ーや資源リサイクルを推進するとともに、取組状況を分かりやすく情報提供

します。 

具体的な取組 

資源リサイクル 
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 施策目標Ⅱ 水道施設の更新・改良 
 

 

１ 施設の更新・改良 

 

   基 本 方 針 

 

➢  浄水場や配水池等の施設については、※19アセットマネジメントを踏まえ、 

点検・補修を適切に実施することにより長寿命化を図った上で、計画的に更 

新を推進します。また、施設の更新に併せて、耐震化や統廃合等による維持 

管理効率の向上を図ります。 

 

 

 

 

(1) 浄水・配水施設の統廃合 

給水の安定性・経営の効率化の観点から、

老朽化が進む府中浄水場を廃止し、牛田・緑

井・高陽浄水場の主要 3浄水場に機能を統合

します。 

さらに、配水施設についても、系統が複雑

化して、維持管理が非効率になっているもの

については、更新に併せて施設の統廃合を行

い、効率的な配水システムを構築します。 

 

(2) 構造物の更新・改良 

配水池等の構造物については、定期的に点

検を実施し、劣化状況に応じて補修を行い機

能回復することで、長寿命化を図ります。 

さらに、補修による機能回復が困難なもの

については、計画的に更新を推進するととも

に、更新に併せて、耐震化や維持管理効率の

向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※19 アセットマネジメント 将来にわたって水道事業の経営を安定的に継続するための、長期的視野に立った計画的な資産管理です。 

 
▲ 更新した坪井配水池 

 

(3) 機械及び電気設備の更新・改良 

機械及び電気設備については、機器に応じ

た適切な周期で分解補修等を行い、正常に運

転できる状態を維持し、健全性を確保します。

また、運転状況や使用実績等を考慮した更新

基準に沿って計画的に行い、長寿命化による

設備更新の平準化を図ります。 

 

(4) 効率的な運転管理体制の構築 

浄水場ごとに管理しているポンプ所や配水

池の情報を集中管理できるよう、新たに浄水

場間のネットワークの整備を行います。 

  

第４章 施策の展開 

具体的な取組 
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２ 管路の更新 

 

 基 本 方 針 

➢  

 

 

 

(1) 管路の更新 

管路については、漏水等を未然に防止する

ため、計画的に更新を推進します。更新に当

たっては、すべて耐震管を採用し、管路の耐

震化を図ります。 

また、現在、管路の更新距離は年間平均

26kmですが、漏水等のリスクがある管路をで

きるだけ早く更新するため、年間平均 40kmを

目標とし、段階的に更新のペースアップを図

ります。 

 

 
▲ 管路の更新工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 漏水防止の推進 

漏水防止調査を通じて、漏水を早期に発見・

修理することで、断水など市民生活や都市活

動への影響を最小限にとどめるとともに、水

の有効利用を促進します。 

また、調査結果を基に、管路の劣化状況を

把握し、管路の更新に活用します。 

 

■漏水防止調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管路については、アセットマネジメントを踏まえ、点検や漏水防止調査の

結果を活用して既存の管路を評価し、優先順位を設定した上で、計画的に更

新を推進します。また、管路の更新に併せて耐震化を図ります。 

具体的な取組 

第４章 施策の展開 
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耐震診断 

 施策目標Ⅲ 災害対策の充実 
 

 

１ 水道施設の耐震化 

 

 基 本 方 針 

➢  

 

 

 

(1) 構造物の耐震化 

浄水場、配水池等の構造物については、平

成 32年度（2020年度）までに耐震診断を行

います。診断の結果、耐震性の低い構造物に

ついては、順次、耐震補強を実施します。 

 

 

(2) 重要給水施設への配水管路の耐震化 

震災時に災害対応の中枢となる災害拠点病

院・指定避難所（生活避難場所）・市役所等に

ついては、震災時においても断水を回避する

必要があることから、これら重要給水施設へ

の配水管路の耐震化を優先的に実施します。 

 

■構造物の耐震化の計画 

対象施設 
平成22～32年度 

(2010～2020年度) 

平成33年度以降 

(2021年度以降) 

耐震診断が必要な施設 

  

   注 平成28年度（2016年度）末現在、全339か所の施設のうち、現行の耐震基準で設計・施工された施設や阪神・淡路大震災後に 

耐震補強を実施した施設、更新・廃止予定の施設などを除いた 181か所を、耐震診断が必要な施設としており、このうち 120か所 

の耐震診断が完了しています。 

 

■管路の耐震化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 耐震管を吊り上げている様子 

第４章 施策の展開 

地震による被害を最小限にとどめるため、計画的に水道施設の耐震化を推

進します。災害拠点病院等の重要給水施設への配水管路については、優先的

に耐震化を実施します。 

具体的な取組 

耐震性が低いと 

診断された場合 

耐震補強（設計・工事） 
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２ バックアップ機能の強化 

 

 基 本 方 針 

➢  

 

 

 

(1) バックアップ施設の整備 

配水幹線の相互連絡管等の整備を計画的に

進めます。 

 

 
▲ 国道 2 号（江波大橋）に架けた広島南配水幹線 

 

■水道水のバックアップ可能状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 非常用電源の確保 

停電時において、遠隔地にある配水池の水

位の状況等を把握するため無停電電源装置を

整備するとともに、必要な設備機器を運転す

るため自家発電設備を整備し、非常時の電源

を確保します。 

 

 

▲ 自家発電設備（ガスタービン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故や災害に備えて配水幹線の相互連絡管等のバックアップ施設を整備す

るとともに、停電に備えて非常用電源を確保します。 

具体的な取組 

第４章 施策の展開 
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３ 応急対策の推進 

 

 基 本 方 針 

➢  

 

 

 

(1) 飲料水の確保 

被災直後の飲料水を確保するため、災害時

の給水拠点となる配水池に緊急遮断弁を整備

します。 

 

■緊急遮断弁による飲料水の確保 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
※20 業務継続計画（ＢＣＰ） 災害時に行政自らも被災し、人、物、情報等利用できる資源に制約がある状況下において、優先的に実  

  施すべき業務を特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定める計画です。 

(2) 応急用資機材の整備 

応急給水に必要な資機材を引き続き整備す

るとともに、水道の早期復旧を図るため、応

急復旧用資機材を計画的に整備します。 

  

 

 

 

 

 

▲ 仮設給水栓       ▲ ポリ袋（10L） 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 給水タンク車用水栓柱 

 

(3) 危機管理体制の充実 

大規模災害に備えた※20業務継続計画（ＢＣ

Ｐ)や応急活動マニュアルを整備するととも

に、継続的に見直します。 

また、他都市との合同防災訓練の実施によ

る水道事業体間の連携の強化、他都市からの

応援派遣隊が効率的に活動できるような応援

受入体制の整備・充実、地域住民や民間事業

者との連携による市民参加型訓練の実施など、

相互応援体制の充実を図ります。 

水道施設が被災した直後においても必要最低限の飲料水をお届けできるよ

う、拠点給水施設や応急用資機材を整備します。また、災害発生時にも迅速

かつ的確な対応ができるよう、危機管理体制の充実を図ります。 

具体的な取組 

第４章 施策の展開 

地
震
発
生 

地震動を感知し

て自動的に弁が

閉止します。 

■給水タンク車による給水 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12fohqdn9/EXP=1468483297;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVDljZ3p5SllOUTdtR2FockRiMFF4bjRvUGstQ1NsQzhlaEpRbGhJNTRwMFVPTXBsR1l2NjdQaXBZBHADNWIuYzVvQ2w1N1dtNXJDMDVxQ1RJTy44bE9hZ2t3LS0EcG9zAzExBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/**http:/livedoor.blogimg.jp/manboukama/imgs/0/2/02890cee.jp
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 施策目標Ⅳ 健全経営の推進 
 

 
１ 財政基盤の強化 
 

 基 本 方 針 

➢  

 

 

 

(1) 経営の効率化 

事務事業の見直しや委託による維持管理費

等の削減、施設の統廃合や※21管路のダウンサ

イジングによる工事費の削減など、更なる経

営の効率化に努めます。 

 

(2) 企業債残高の抑制 

有利子負債である企業債の残高増加は、財

政を硬直化させ、将来世代へ過度な負担を招

くため、適切に企業債を発行します。 

 

 

 

■施設の統廃合（府中浄水場の廃止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※21 管路のダウンサイジング 管路を更新する際に、将来の水需要の減少を考慮して、既存の管路よりも小さい最適な口径に見直すこ 

  とです。 
※22 逓増度 従量料金の最も高い単価と最も低い単価の比率です。 

(3) 料金制度の見直し 

水需要構造の変化や将来的な財政状況を見

据えながら、※22逓増度の緩和など、負担の公

平性と安定収入を確保する料金体系を調査研

究し、導入について検討します。 

 

(4) 新たな発想による収入の確保 

本市の有する経営資源を生かし、水道水の

多様な活用など新たな発想による収入の確保

に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４章 施策の展開 

経営の効率化に努め、財政負担を軽減するとともに、将来世代へ過度の負

担を招かないよう、企業債残高を抑制します。また、新たな発想による収入

の確保に取り組みます。 

具体的な取組 

牛田浄水場 

ご家庭 

ご家庭 

老朽化した府中浄水場 

統廃合後 

牛田浄水場 

府中配水池 

老朽化した 

府中浄水場の廃止 

ご家庭 

ご家庭 

老朽化した府中浄水場を廃止することにより、更新に 

要する工事費や維持管理費の削減を図ります。 

 

連絡管の 

整備 

統廃合前 
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２ 人材育成と技術の継承 

 

 基 本 方 針 

➢  

 

 

 

(1) 人材の育成 

職員の経営感覚や業務遂行能力の向上を目

的とした研修を実施するとともに、自己啓発

としての各種資格取得を奨励します。 

 

(2) 水道技術の継承 

水道技術全般にわたって体系化した技術研

修を継続的に実施することで、職員の技術力

の維持・向上に努めます。 

また、技術研修や防災訓練等を通じて事故

や災害等の経験が少ない若手・中堅技術職員

の危機管理能力の向上に努めます。 

 

 

 

 

■技術研修の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 本市水道技術研修センターでの維持管理研修 

 

(3) 組織体制の強化と適正な人員配置 

水道事業を取り巻く様々な課題に効率的か

つ効果的に対応できる組織体制づくりと人員

の適正配置に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公営企業の職員に必要な経営感覚や業務遂行能力を有する人材の育成及び

水道技術の継承を図るとともに、長期的な視点で組織の整備や人員の適正配

置に努めます。 

具体的な取組 

第４章 施策の展開 

技術研修 基礎研修 

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修 

 

専門研修 

特別研修 

講師養成研修 

新規採用職員や入向職員のほか、新たな業務を担当す

る職員を対象に、職務に必要な基礎的知識の習得を目的

として実施しています。 

 業務経験がおおむね 10 年以下の職員を対象に、中堅

技術者へのスキルアップを目的として実施しています。 

 実務に携わる職員を選考の上、通常業務の中では経験

する機会の少ない専門的な技術・技能の習得を目的とし

て実施しています。 

 外部の研修機関での専門的な派遣研修や他都市との

防災訓練など、内部研修で経験できない技術の習得を目

的として実施しています。 

 おおむね 30 歳代の中堅職員を対象に、各研修の講師

補助や事例発表会を経験させるなど、内部講師の養成を

目的として実施しています。 
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３ 多様な連携体制の構築 

 

 基 本 方 針 

➢  

 

 

 

(1) 民間活力の活用 

給水の安全性・安定性を確保した上で、お

客さまサービスの水準を維持・向上しつつ、

委託可能な業務を選定し、効果が見込まれる

ものについては、技術力の確保と人材育成を

考慮した上で、順次実施します。 

また、情報セキュリティ対策を図りながら、

タブレット端末など※23ＩＣＴの新たな利活

用を推進することにより、業務の効率化、利

便性の向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 水道料金オンラインシステム運用・保守業務の委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※23 ＩＣＴ 情報通信技術です。同義語として、ＩＴ（Information Technologyの略）がありますが、本市では、情報通信技術の利活 

用を推進する上で、コミュニケーション（Communication）の頭文字Ｃが入った「ＩＣＴ」を使用しています。 

(2) 広域連携の推進 

合同防災訓練や関係機関とも連携した技能

講習会の開催など、周辺自治体との広域的な

連携を強化します。 

また、広域的な連携の中で、本市の有する

経営ノウハウや技術力を生かすことで、地域

の水道事業の経営基盤の強化につながるよう

な取組を検討します。 

 

▲ 広島県内の合同防災訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間活力を活用した業務の効率化を検討するとともに、経営基盤の強化に

向けて周辺自治体との連携を推進します。 

具体的な取組 

第４章 施策の展開 

▲ 小学校での応急給水訓練 
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 施策目標Ⅴ お客さまサービスの向上 

 
 
１ 広報・広聴活動の推進 
 

 基 本 方 針 

➢  

 

 

 

 

(1) 広報活動の充実 

ホームページを適宜、適切に更新すること

で、お客さまが必要とする情報を分かりやす

い形で提供できるよう努めます。 

また、お客さまと直接接する機会となる主

催行事・出展行事について、水道事業をより

身近に感じ関心を持っていただけるよう努め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ ホームページのトップページ画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ ひろしまフラワーフェスティバルへの出展 

 

 

 

(2) 広聴活動の充実 

水道事業に対するご意見を伺い、事業運営

に反映させていく「水道モニター制度」やア

ンケート調査などを、お客さまのご意見をお

聴きする機会として今後も活用します。 

 

(3) イメージアップの推進 

今後もボトルドウォーター「飲んでみんさ

い！広島の水」を通じて安全でおいしい水道

水のＰＲを行い、水道水のイメージアップを

推進します。 

また、蛇口から直接水を飲む文化を未来へ

と育んでいくため、次世代を担う子どもたち

への啓発に重点を置いた行事等の拡充を図り

ます。 

 

 

▲ 「第5回 水のフォトコンテスト」特選作品 

 

 

 

 

 

具体的な取組 

お客さまの関心が高い情報を把握し、積極的な情報発信に努めるとともに、

お客さまの声を的確に事業運営に反映させます。また、水道水を活用したＰ

Ｒを実施し、水道水のイメージアップを推進します。 

第４章 施策の展開 
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２ お客さまサービスの充実 

 

 基 本 方 針 

➢  

 

 

 

 

(1) 利便性の向上 

お客さまからの水道に関する使用開始・中

止等のお申し込みに加えて、料金に関する電

話のお問い合わせについても、各営業所での

受付に代わり、「引越お客さま受付センター」

に担当窓口を一本化することや受付時間の拡

大を検討します。 

また、引越などに伴う各種手続きが１か所 

で完結できる官民連携ワンストップサービス

の動向について、関係機関との情報交換に努

めます。 

さらに、お客さまニーズや費用対効果を考

慮しながら、新たなサービスメニューについ

て調査研究を行います。 

 

 

 

 

 

■  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 直結給水の促進 

直結給水方式に関するＰＲパンフレットや

ホームページの充実を図るとともに、貯水槽

水道における巡回点検の機会などを活用し直

結給水への切替えを促進します。 

 

(3) 貯水槽水道の適正管理の促進 

貯水槽水道の管理状況の把握に努め、必要

な場合は、公衆衛生上の助言・指導を実施し

ます。 

また、関係部局と相互に連携を図りながら、

設置者に対する啓発活動に取り組みます。 

 

(4) 民間事業者の育成 

本市の指定する給水装置工事事業者に対し

て毎年研修を行い、適切な指導や必要な情報

提供を行うことで、施工技術の確保・向上に

努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

具体的な取組 

 

●貯水槽方式 

貯水槽水道をお使いの場合、受

水槽以降の設備、水質の管理は、

建物の所有者又は管理者が行うこ

とになっていますが、受水槽の有

効容量が 10m3 以下の小規模貯水

槽水道は、水道法の規制を受けな

いため、管理が不適切なものが見

受けられます。 

 本市では、このような小規模貯

水槽水道について、適切な維持管

理方法などを助言・指導するため、

無料で巡回点検を行っています。 

●直結給水方式 

直結給水方式には、配水管の水

圧を利用して、蛇口まで直接給水

する「直結直圧方式」と配水管か

ら分岐した給水管に増圧装置を取

り付けて給水する「直結増圧方式」

の2種類があります。 

 貯水槽方式と比べて、省エネル

ギーで省スペースであること、貯

水槽の定期的な清掃や点検が不要

であること、といった長所があり、

直結給水方式への切替えをお勧め

しています。 

受水槽 

 ポンプ 

高置水槽 

貯水槽方式 直結給水方式 

 配水管 

貯水槽方式と直結給水方式 

 

「引越お客さま受付センター」等の充実を図り、お客さまの利便性の向上

に努めます。また、直結給水の普及や貯水槽水道の適正管理を促進するとと

もに、水道工事の施行等に携わる民間事業者の育成に努めます。 

第４章 施策の展開 
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３ 社会貢献活動の推進 

 

 基 本 方 針 

➢  

 

 

 

 

(1) 地域社会への貢献 

お客さまや教育機関などの多様な主体と連

携しながら、出前講座、すいどう教室、ライ

フライン防災教室、職場体験学習などを実施

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ ライフライン防災教室 

 

(2) 国際協力の推進 

国際協力に貢献できる職員の育成に努める

とともに、海外技術研修員の受入れを通じて、

開発途上国の水道技術の向上及び生活環境の

改善に貢献します。 

 

 

▲ 海外技術研修員の市長訪問 

(3) 歴史の継承 

被爆建物である広島市水道資料館等の保存

に取り組むとともに、水道に関する歴史的資

料の常設展示・保存を行い、広島市水道の歴

史を発信します。 

 

 

 

 

具体的な取組 

 

 

 

 

●広島市水道資料館は、大正13年（1924年）に建築

された送水ポンプ室を改修したもので、館内外の展示

学べるようになっています。また、この建物は被爆建

物として登録されているとともに、近代化産業遺産に

も選ばれています。耐震改修工事及び老朽化した展示

物のリニューアルを実施し、平成29年（2017年）4

月26日にリニューアルオープンしました。 

●入館料 

 無料 

●所在地 

 広島市東区牛田新町一丁目8番1号 

 電話番号（082）223-1950 

広島市水道資料館 

 

地域に根ざした公営企業として地域社会への貢献に努めるとともに、海外

からの技術研修員の受入れを通じて、水道分野における国際協力を推進しま

す。また、広島市水道の歴史を発信し、次世代へ引き継ぎます。 

第４章 施策の展開 
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第5章 

執行管理 
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『広島市水道ビジョン』で掲げた基本理念に沿

って着実に施策目標を実現していくためには、計

画の執行管理を適切に行い、必要に応じて計画の

見直しをする必要があります。これらは、計画

（Plan）に基づいて事業を実施（Do）し、その結

果を評価（Check）し、改善（Action）につなげて

いく、ＰＤＣＡサイクルに基づいて行います。 

そのため、『広島市水道ビジョン』に沿って具

体的な事業運営の内容を取りまとめた「中期経営

計画」を策定し、さらに各年度の予算に反映させ、

各種事業を実施していきます。 

「中期経営計画」は、『広島市水道ビジョン』で

示した基本理念及び施策目標に沿って、事業運営

に係る財政収支計画、主要施策、経営の効率化及

び成果指標等を盛り込んだ実行計画です。 

各年度の予算とその決算の状況については、議

会やホームページ等で公表し、お客さまからのご

意見や社会経済情勢等を踏まえて、適宜、計画の

見直しを行います。 

 

 

 

■計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 執行管理 

水 道 局  

お客さま 
社会経済情勢 

の変化 

評価 
（Check） 

計画 
（Plan） 

実施 
（Do） 

改善 
（Action） 

H30 H33 H39
(2018) (2021) (2027)

●● ● ● ● ● ●

広 島 市 水 道 ビ ジ ョ ン

中期経営計画

予算

（年度）
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給水人口

① 通水式

本市の水道は天皇の勅令により、軍用の水

道として布設が進められました。軍用水道と

同時に、市民水道の工事も進められ、明治31

年（1898年）8月25日に全国5番目の水道と

して創設され、翌32年（1899年）1月1日に

給水を開始しました。

▲ 通水式の様子（牛田浄水場）

② 原爆投下

昭和20年（1945年）8月6日8時15分に投下

された原子爆弾により、市水道部職員186名

のうち83名が殉職しました。水道施設も多大

な被害を受けたものの、残った職員らの尽力

により、当日中に壊れたポンプを修理したこ

とで、広島市全体の断水の危機は回避され、

現在に至るまで創設以来の不断水の記録を守

り続けています。

▲ 水道部員殉職之碑

広島市水道事業の歴史 ～創設から今日まで～
本市の水道は明治31年（1898年）8月25日に創設され、以降、市勢の発展に伴い拡張工事

を重ねてきました。

昭和20年（1945年）8月6日に世界最初の原子爆弾で壊滅的な被害を受けた際にも、一時

も断水することなくこれを克服し、今日までお客さまが健康で文化的な生活ができるよう万

全な給水体制を確保しながら、安定給水を継続しており、平成30年（2018年）に創設120周

年を迎えます。

注 昭和19年の給水人口及び昭和24年以前の有収水量はデータがないため記載していません。

1 年表

年（西暦） 月 日 事 項

明治28（1895） 7. 1 水道布設計画を市議会可決

明治28（1895） 11.9 勅令第157号「臨時広島軍用水道布設

部官制」公布

明治29（1896） 2. 3 軍用水道に市民用水道接続の件陸軍

大臣許可

明治31（1898） 8.25 軍用水道通水式 …①

明治32（1899） 1. 1 給水開始

明治41（1908） 3.14 第１期拡張事業完成

大正 7（1918） 8.30 水道使用条例制定

大正13（1924） 6.15 第２期拡張事業完成

年（西暦） 月 日 事 項

昭和10（1935） 3.- 第３期拡張事業完成

昭和20（1945） 8. 6 原爆投下により水道施設被害甚大…②

昭和26（1951） 3.29 安佐郡祇園町と給水協定(一部地区)

昭和27（1952） 3.10 水道局基町庁舎新築工事完成

昭和27（1952） 10. 1   地方公営企業法の適用を受け、地方公

営企業として発足

昭和30（1955） 4. 6 安芸郡府中町と給水契約（一部地区）

昭和31（1956） 5. 1 安芸郡戸坂村の広島市編入に伴い同村

水道施設を安芸上水道組合から買収
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平成4年度

1億4,381万m3

年（西暦） 月 日 事 項

昭和62（1987） 12.4    金輪島へ給水開始

平成 6 （1994） 7.14 渇水対策本部設置

平成10（1998） 4. 1     水源涵養モデル事業に着手

平成14（2002） 3.31     温井ダム完成…④

平成14（2002） 3.31     第7期拡張事業（Ⅱ期）完成

平成17（2005） 4.25 佐伯郡湯来町の広島市編入に伴い

同町簡易水道等事業の管理運営を受任

平成28（2016） 4. 1 湯来地区簡易水道等事業を水道事業

に統合

③ 高陽浄水場の完成

市域の拡大等に伴い、更なる水需要の増加

が予想されたものの、市東部への給水を担う

牛田浄水場は、その周辺部の市街化が進んで

拡張の余地がありませんでした。

そのため、牛田浄水場の拡張に代わる対応

策として、高陽浄水場の新設が決定され、昭

和55年（1980年）7月1日に給水を開始しま

した。

▲ 完成当時の高陽浄水場

④温井ダムの完成

山県郡安芸太田町加計に太田川水系初の

多目的ダムとして国が建設し、平成14年

（2002年）3月に完成しました。

このダムの完成により、降雨量の少ない

年度でも取水制限が回避できています。

▲ 温井ダム全景

年（西暦） 月 日 事 項

昭和36（1961） 9.30 第４期拡張事業完成

昭和42（1967） 12.1 似島へ給水開始

昭和44（1969） 7. 1 緑井浄水場で通水式

昭和45（1970） 3.31  第5期拡張事業完成

昭和46（1971） 周辺13町村と合併し、各町水道事業

昭和50（1975） 等を承継

昭和55（1980） 7. 1     高陽浄水場で通水式…③

昭和56（1981） 3.31 第6期拡張事業完成

昭和57（1982） 6. 1 安芸水道企業団との合併により、

同水道事業を承継

昭和60（1985） 3.20    佐伯郡五日市町の広島市編入に伴い

同町水道事業を承継

～
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2　業務状況

施設、業務、職員数、収益及び費用の推移

区分 単位 数値 指数
対前年度

伸び率
数値 指数

対前年度

伸び率

施設 （％） （％）

給水区域内人口 　　（Ａ） （人） 1,240,504 100.0 0.4 1,246,359 100.5 0.5

給水人口 　　（Ｂ） （人） 1,214,101 100.0 0.5 1,219,682 100.5 0.5

普及率 （％） 97.9 100.0 0.1 97.9 100.0 0.0

給水戸数 （戸） 548,316 100.0 0.8 554,555 101.1 1.1

年間取水量 　　（Ｃ） （千m3） 138,557 100.0 △ 0.7 138,060 99.6 △ 0.4

一日平均取水量 （m3） 379,608 100.0 △ 0.5 378,247 99.6 △ 0.4

導水管延長 （m） 23,060 100.0 0.0 24,728 107.2 7.2

送水管延長 （m） 44,688 100.0 0.1 46,129 103.2 3.2

配水管延長 （m） 4,502,052 100.0 0.5 4,583,891 101.8 1.8

一日給水能力 （m3） 628,100 100.0 0.0 629,826 100.3 0.3

業務

年間給水量 　　 （Ｄ） （千m3） 138,156 100.0 △ 0.7 137,666 99.6 △ 0.4

一日最大給水量 （m3） 427,001 100.0 1.6 418,397 98.0 △ 2.0

一日平均給水量 （m3） 378,510 100.0 △ 0.4 377,167 99.6 △ 0.4

年間有効水量 　　（Ｅ） （千m3） 133,432 100.0 △ 0.5 133,089 99.7 △ 0.3

年間有収水量 　　（Ｆ） （千m3） 129,298 100.0 △ 0.5 128,904 99.7 △ 0.3

一日平均有収水量 （m3） 354,241 100.0 △ 0.2 353,162 99.7 △ 0.3

一人一日平均給水量 （L) 312 100.0 △ 0.6 309 99.0 △ 1.0

有効率 （％） 96.6 100.0 0.2 96.7 100.1 0.1

有収率 （％） 93.6 100.0 0.2 93.6 100.0 0.0

職員数

損益勘定 　　（Ｇ） （人） 622 100.0 0.5 620 99.7 △ 0.3

資本勘定 　　（Ｈ） （人） 96 100.0 0.0 96 100.0 0.0

合計 （Ｇ）＋（Ｈ） （人） 718 100.0 0.4 716 99.7 △ 0.3

収益・費用

事業収益 　　（Ｉ） （千円） 22,735,273 100.0 △ 0.5 23,076,520 101.5 1.5

事業費用 　　（Ｊ） （千円） 21,525,499 100.0 △ 0.7 21,751,209 101.0 1.0

純利益（△純損失） （Ｉ）－（Ｊ） （千円） 1,209,774 ― 2.3 1,325,311 ― 9.6

注　収益・費用には消費税及び地方消費税相当額を含みません。

平成24年度（2012年度） 平成25年度（2013年度）

（C）

（年間）

（D）

（年間）

（F）

（年間）
（Ｄ）

（年間）×（B）
（E）

（D）
×100

（F）

（D）
×100

（B）

（A）
×100
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数値 指数
対前年度

伸び率
数値 指数

対前年度

伸び率
数値 指数

対前年度

伸び率

（％） （％） （％）

1,248,523 100.6 0.2 1,251,520 100.9 0.2 1,253,940 101.1 0.2

1,222,788 100.7 0.3 1,226,403 101.0 0.3 1,229,392 101.3 0.2

97.9 100.0 0.0 98.0 100.1 0.1 98.0 100.1 0.0

559,421 102.0 0.9 565,621 103.2 1.1 570,869 104.1 0.9

137,184 99.0 △ 0.6 136,619 98.6 △ 0.4 135,770 98.0 △ 0.6

375,846 99.0 △ 0.6 373,277 98.3 △ 0.7 371,972 98.0 △ 0.3

24,165 104.8 △ 2.3 24,165 104.8 0.0 24,165 104.8 0.0

45,295 101.4 △ 1.8 45,276 101.3 △ 0.0 45,276 101.3 0.0

4,611,232 102.4 0.6 4,621,042 102.6 0.2 4,628,753 102.8 0.2

629,826 100.3 0.0 629,826 100.3 0.0 626,001 99.7 △ 0.6

136,513 98.8 △ 0.8 136,173 98.6 △ 0.2 135,378 98.0 △ 0.6

438,523 102.7 4.8 417,798 97.8 △ 4.7 408,240 95.6 △ 2.3

374,008 98.8 △ 0.8 372,058 98.3 △ 0.5 370,899 98.0 △ 0.3

131,856 98.8 △ 0.9 131,562 98.6 △ 0.2 130,969 98.2 △ 0.5

127,155 98.3 △ 1.4 127,162 98.3 0.0 127,414 98.5 0.2

348,371 98.3 △ 1.4 347,438 98.1 △ 0.3 349,080 98.5 0.5

306 98.1 △ 1.0 303 97.1 △ 1.0 302 96.8 △ 0.3

96.6 100.0 △ 0.1 96.6 100.0 0.0 96.7 100.1 0.1

93.2 99.6 △ 0.4 93.4 99.8 0.2 94.1 100.5 0.7

611 98.2 △ 1.5 611 98.2 0.0 610 98.1 △ 0.2

95 99.0 △ 1.0 95 99.0 0.0 96 100.0 1.1

706 98.3 △ 1.4 706 98.3 0.0 706 98.3 0.0

24,588,478 108.2 6.6 24,151,806 106.2 △ 1.8 24,293,454 106.9 0.6

28,911,888 134.3 32.9 21,856,527 101.5 △ 24.4 21,930,540 101.9 0.3

△ 4,323,410 ― △ 426.2 2,295,279 ― 153.1 2,362,914 ― 2.9

平成28年度（2016年度）平成26年度（2014年度） 平成27年度（2015年度）
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3　大都市水道料金比較（平成29年(2017年)4月1日現在）

広島市 札幌市 仙台市さいたま市東京都 川崎市 横浜市 新潟市 静岡市 浜松市名古屋市京都市 大阪市 堺市 神戸市 岡山 北九州市福岡市 熊本市

使用水量10㎥の場合（平均1,248円）860 1,320 2,050 1,430 1,280 720 876 2,980 980 1,040 1,110 970 950 1,050 880 1,320 1,000 1,500 1,390

使用水量20㎥の場合（平均2,655円）1,370 2,000 1,850 1,750 1,280 1,390 1,580 1,020 1,070 960 1,540 1,770 970 1,250 1,450 1,360 1,220 1,550 1,350

2 13 18 16 12 1 3 19 7 9 11 6 5 10 4 13 8 17 15

使用水量20㎥の場合（平均2,655円）2,230 3,320 3,900 3,180 2,560 2,110 2,456 4,000 2,050 2,000 2,650 2,740 1,920 2,300 2,330 2,680 2,220 3,050 2,740

6 17 18 16 10 4 9 19 3 2 11 13 1 7 8 12 5 15 13

広
島
市

札
幌
市

仙
台
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さ
い
た
ま
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阪
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堺
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戸
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州
市

福
岡
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熊
本
市

注1　政令指定都市（千葉市、相模原市を除く）及び東京都の19都市で比較しています。

注2　家事用1か月(口径20㎜)の水道料金で比較しています。

注3　水道料金には消費税及び地方消費税相当額を含みません。

注4　水道料金に併記した○内の数値は、水道料金の安い順を示しています。
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４ 『広島市水道ビジョン』の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現
状
と
課
題 

執
行
管
理 

的
方
向 

4 年間の財政収支計画・主要施策・経営の効率化等の設定 

 

具体的な実行計画として「中期経営計画」を策定 状況変化を踏まえ各年度予算へ反映・執行管理 

P.14 P.15 P.18 

 
◎給水人口は増加傾向にあ

るものの減少に転じる見   

込み 

◎水需要は減少傾向 

 

 

➢水需要の減少に伴う財政

面への影響 

➢水需要の減少に伴う施設

規模の適正化 

 
◎水道水の安全性の確保。

気候変動に伴う水質悪化

の予測 

 

 

➢多様化する水質問題への

対応               

➢残留塩素濃度の低減化 

  

➢安心な水の安定供給 

 

 
◎今後、水道施設の老朽

化が進む 

 

 

➢計画的な更新等による

水道施設の健全性の確

保 

              

  

 

 
◎頻発する大規模地震へ

の対応など、被災時に

おいても安定給水を確

保する必要性 

 
➢災害対策の充実              

➢応急給水手段の拡充   

 

➢保安・監視体制の強化 

 
◎供給過程で多量のエネ

ルギーを使用し二酸化

炭素等を排出 

 

 

➢環境に配慮した事業運

営  

 

 
◎給水収益の減少傾向、

水需要構造の変化 

◎危機管理能力を確保す

る必要性 

 

 

➢財務体質の強化   

➢経営感覚を持った人材

の育成と技術の継承 

 

 

 
◎市町村経営が原則であ

るものの、多くの水道

事業で、収益の減少や

施設の老朽化、人材確

保などが課題 

 

 

➢周辺自治体との連携  

 

 

Ⅳ-1,2,3 

Ⅱ-1,2 

Ⅰ-1 

Ⅰ-1 

Ⅰ-2 

Ⅱ-1,2 

Ⅲ-3 

Ⅲ-1,2 Ⅰ-3 Ⅳ-1 

Ⅳ-2 

Ⅳ-3 

1 水需要 

 

2 水質管理 

1 水需要 

 

３ 水道施設 

2 水質管理 

1 水需要 

 

４ 危機管理 

３水道施設 

2 水質管理 

1 水需要 

 

５ 環境保全 

４危機管理 

３水道施設 

2 水質管理 

1 水需要 

 

６ 経営 

５ 環境保全 

４危機管理 

３水道施設 

2 水質管理 

1 水需要 

 

７ 広域連携 

 

５ 環境保全 

４危機管理 

３水道施設 

2 水質管理 

1 水需要 

 

 

施
策
の
展
開 

 

 

 

1 水質管理体制の強化 

水安全計画の運用、水質監視・保安体制の

確保、水質検査体制の強化、浄水処理技術

の維持・向上、残留塩素濃度の低減・監視 

2 安心な水の安定供給 

配水施設の機能向上 

3 環境負荷の低減 

水源かん養林の整備、流域自治体との連

携、省エネルギーの推進、資源リサイクル

の推進、環境マネジメントシステムの運用 

《施策目標Ⅰ》 

安全でおいしい水の供給 
 

 

 

 

1 施設の更新・改良 

浄水・配水施設の統廃合、構造物の更新・

改良、機械及び電気設備の更新・改良、効

率的な運転管理体制の構築 

2 管路の更新 

管路の更新、漏水防止の推進 

 

《施策目標Ⅱ》 

水道施設の更新・改良 
 

 

 

 

1 水道施設の耐震化 

構造物の耐震化、重要給水施設への配水管

路の耐震化 

2 バックアップ機能の強化 

バックアップ施設の整備、非常用電源の確

保 

3 応急対策の推進 

飲料水の確保、応急用資機材の整備、危機

管理体制の充実 

 

《施策目標Ⅲ》 

災害対策の充実 
 

 

 

 

1 財政基盤の強化 

経営の効率化、企業債残高の抑制、料金制

度の見直し、新たな発想による収入の確保 

２ 人材育成と技術の継承 

人材の育成、水道技術の継承、組織体制の

強化と適正な人員配置 

３ 多様な連携体制の構築 

民間活力の活用、広域連携の推進 

 

《施策目標Ⅳ》 

健全経営の推進 
 

 

 

 

1 広報・広聴活動の推進 

広報活動の充実、広聴活動の充実、イメー

ジアップの推進 

2 お客さまサービスの充実 

利便性の向上、直結給水の促進、貯水槽水

道の適正管理の促進、民間事業者の育成 

3 社会貢献活動の推進 

地域社会への貢献、国際協力の推進、歴史

の継承 

《施策目標Ⅴ》 

お客さまサービスの向上 
 

５つの施策目標 

広島市基本計画 
水道事業ビジョン（厚生労働省） 
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目
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的
方
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《改定の目的》 
●将来にわたって給水の安全性・安定性を確保しつつ、持続可能な水道システムを構築していく事業運営の

指針として、平成 21 年度（2009 年度）に『広島市水道ビジョン』を策定。今後、水需要や給水収益

の更なる減少が予測される一方、水道施設の更新需要の増加、災害対策の充実に対応していく必要性 

《計画の位置付け》 
●広島市基本計画の部門計画、「世界に誇れる『まち』の実現に向けて－市政推進に当たっての基本コンセ

プト－」を踏まえた計画、広島市における「水道事業ビジョン」、「中期経営計画」と合わせた「経営戦略」 

《計画期間》 

●平成３０年度(201８年度)～平成 3９年度(202７)年度 

 

 

世界に誇れる「まち」の実現に向けて 

－市政推進に当たっての基本コンセプト－ 経営戦略（総務省） 
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3 

 
◎地域独占性が高い水道

事業 

 

 

➢お客さまとの相互理解 

の促進 

➢お客さまサービスの充 

 実 

➢地域社会への貢献と国 

際協力  

８ サービス 

 

５ 環境保全 

４危機管理 

３水道施設 

2 水質管理 

1 水需要 
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基
本
理
念 

的
方
向 いつでも安全でおいしい水をお届けする水道 健全経営を推進する水道 

 

お客さまとともに歩む水道 

 

《基本理念》   将 来 に わ た っ て 信 頼 さ れ る 水 道 
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